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第７次鳥栖市総合計画基本計画（案） 

  

資料６ 
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１．基本計画の位置付け 

  基本計画とは、基本構想に位置付ける将来都市像や基本目標を実現するために、各種施策を

体系化し具体的に示したものです。基本計画では、６つの基本目標毎に施策の方向性や主な取

組等を示すとともに、基本目標を推進するにあたっての考え方を示しています。 
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２．SDGs（持続可能な開発目標）との関連付け 

  2015 年 9 月の国連サミットにおいて 2030 年 

までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目 

標が採択され、その中で、「誰一人取り残さな 

い」という理念のもと、17 のゴール（目標）と 

169 のターゲットが掲げられました。この目標 

が SDGs であり、各国や地域、企業や個人など、 

あらゆる人々が協力して取り組むことが重視さ 

れています。本市としても、基本目標毎に位置 

付ける各種施策の推進において、SDGs の理念を意識しながら取り組むために、各種施策と

SDGs との関連付けを行いました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［貧困］ 

あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる 

［保健］ 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を

確保し、福祉を促進する 

［ジェンダー］ 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女

児のエンパワーメントを行う 

［エネルギー］ 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能

な近代的なエネルギーへのアクセスを確保する 

［インフラ、産業化、イノベーション］ 

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的

かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーショ

ンの推進を図る 

［ 持続可能な都市］ 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続

可能な都市及び人間居住を実現する 

［ 気候変動］ 

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対

策を講じる 

［ 陸上資源］ 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持

続可能な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地の

劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

［ 実施手段］ 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グ

ローバル・パートナーシップを活性化する 

［飢餓］ 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善

を実現し、持続可能な農業を促進する 

［教育］ 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を

確保し、生涯学習の機会を促進する 

［水・衛生］ 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可

能な管理を確保する 

［経済成長と雇用］ 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完

全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用

（ディーセント・ワーク）を促進する 

［ 不平等］ 

国内及び各国家間の不平等を是正する 

［ 持続可能な消費と生産］ 

持続可能な消費生産形態を確保する 

［ 海洋資源］ 

持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保

全し、持続可能な形で利用する 

［ 平和］ 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、す

べての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベル

において効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 
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３．基本計画の体系 
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基本目標 施策 

1.自然との共生を図り、未来へ 

つなぐまち 

 

1.自然環境保全と循環型社会の推進 

2.集い、交流する緑の空間の創出 

3.魅力ある歴史的資源を保存・活用・継承 

2.快適な生活を支えるまち 

1.都市と自然が調和した計画的な土地利用 

2.魅力ある賑わい拠点の形成 

3.社会基盤施設の整備と安定的な維持管理 

4.快適に通行できる幹線道路の整備 

5.分かりやすく、利用しやすい、地域に愛される公共交通の実現 

3.安全で安心して暮らせるまち 
1.市民の大切な生命と財産の保全 

2.暮らしの安全と安心の確保 

3.快適な住環境の提供 

4.誰もがいきいきと暮らせるまち 

1.心身ともに健やかであるための健康づくり 

2.安心して医療が受けられる体制づくり 

3.認め合い、支え合う高齢者・障害者福祉の推進 

4.つながり、支え合う地域福祉の推進 

5.安心と自立を支える社会保障の推進 

6.自己実現の喜びにつながる生涯学習の推進 

7.人権が尊重される社会の実現 

8.男女共同参画社会の実現 

9.多文化共生社会の実現 

5.子どもが心豊かに育つまち 

1.子どもを安心して産み、育てられる環境づくり 

2.未来を創る子どもを育む教育の推進 

3.安全で安心して学べる教育環境づくり 

4.青少年の心豊かな育みの推進 

6.活力と賑わいにあふれるまち 

1.農林業の振興 

2.商工業の振興 

3.観光の振興 

4.スポーツの振興 

5.文化芸術の振興 

基本目標を推進するにあたっての考え方 

〇協働のまちづくり 〇効果的・効率的な行政運営の推進 〇持続可能な財政運営の推進 
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４．３つの“鳥栖スタイル”に沿った施策 

将来都市像「住みたいまち、活躍できるまち、選ばれるまち 鳥栖 －“鳥栖スタイルの深化”

－」の実現に向けて、基本構想に位置付ける３つの“鳥栖スタイル”の方向性に沿った施策に取

り組んでいきます。 

①住み良さを実感し、誇りにできるまち  

基本目標 施策 

１．自然との共生を図り、未来へつ

なぐまち 

１．自然環境保全と循環型社会の推進 

２．集い、交流する緑の空間の創出 

３．魅力ある歴史的資源を保存・活用・継承 

２．快適な生活を支えるまち 

１．都市と自然が調和した計画的な土地利用 

２．魅力ある賑わい拠点の形成 

３．社会基盤施設の整備と安定的な維持管理 

４．快適に通行できる幹線道路の整備 

５．分かりやすく、利用しやすい、地域に愛される公共交通の実現 

３．安全で安心して暮らせるまち 

１．市民の大切な生命と財産の保全 

２．暮らしの安全と安心の確保 

３．快適な住環境の提供 

４．誰もがいきいきと暮らせるまち 

２．安心して医療が受けられる体制づくり 

６．自己実現の喜びにつながる生涯学習の推進 

７．人権が尊重される社会の実現 

８．男女共同参画社会の実現 

９．多文化共生社会の実現 

５．子どもが心豊かに育つまち 

１．子どもを安心して産み、育てられる環境づくり 

２．未来を創る子どもを育む教育の推進 

３．安全で安心して学べる教育環境づくり 

４．青少年の心豊かな育みの推進 

②市民がつながり、活躍できるまち  

基本目標 施策 

４．誰もがいきいきと暮らせるまち 

１．心身ともに健やかであるための健康づくり 
３．認め合い、支え合う高齢者・障害者福祉の推進 

４．つながり、支え合う地域福祉の推進 

５．安心と自立を支える社会保障の推進 

６．自己実現の喜びにつながる生涯学習の推進 
７．人権が尊重される社会の実現 
８．男女共同参画社会の実現 
９．多文化共生社会の実現 

③九州を繋ぎ、リードするまち  

基本目標 施策 

２．快適な生活を支えるまち ２．魅力ある賑わい拠点の形成 
４．快適に通行できる幹線道路の整備 

６．活力と賑わいにあふれるまち 

１．農林業の振興 

２．商工業の振興 

３．観光の振興 

４．スポーツの振興 

５．文化芸術の振興 
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５．基本目標を実現するための施策 

基本目標１ 自然との共生を図り、未来へつなぐまち 

 

 

 

 

 

施  策１ 自然環境保全と循環型社会の推進 

施策の方針 

豊かな水と緑あふれる自然環境、快適で住みよい生活環境、地球環境を守り、育て、子ども

たちへ引き継ぎます。また、４R（断る、減らす、再利用する、資源化する）を実践し、限られ

た資源を有効利用することで、循環型社会の構築を目指します。 

 

現状と課題 

・市内全小学校や各町区における環境教育・環境講座やまちづくり推進協議会と連携した定期

的な環境美化活動に取り組んでいます。今後は、近年増加している外国人住民をはじめ、こ

れまでアプローチできていない層が身近な自然・環境への関心を持てるよう、裾野を広げる

ための取組を行っていく必要があります。 

・近年、全国各地で発生している台風や大雨等による自然災害は、地球温暖化に伴う気候変動

による影響と考えられています。このため、地球温暖化の原因とされる温室効果ガスである

二酸化炭素などの排出量を抑制する取り組みを進めていく必要があります。 

・プラスチック製買物袋の有料化など日常生活への影響もあり、環境への関心が高まっている

一方で、市内の資源回収推進団体や町区での資源物コンテナ分別収集による資源物の回収量

は減少し、リサイクル率は低迷しているため、その改善を行っていく必要があります。 

・環境問題は日常生活や事業活動に起因するものが多く、市民一人ひとりの環境問題への意識

醸成とともに、循環型社会への対応に取り組んでいく必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

自然・環境保全活動の推進 

市民や事業者が自然・環境について学ぶとともに、自

然と触れ合う機会の創出に取り組みます。また、市民

等との連携による環境保全や環境美化の活動に取り

組みます。 

地球温暖化対策の推進 
地球温暖化の原因とされる温室効果ガスを抑制する

ための対策に取り組みます。 

ごみ減量とリサイクルの推進 
ごみの減量化や、資源物の分別収集によるリサイク

ルに取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

環境美化活動参加者数 1,731 人  

市民 1 人 1 日当たりの資源物以外

のごみ排出量 
877ｇ/人・日  

リサイクル率 24.9％  
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基本目標１ 自然との共生を図り、未来へつなぐまち 

 

 

 

 

 

施  策２ 集い、交流する緑の空間の創出 

施策の方針 

だれもが楽しく集い、交流できる公園などの適切な整備・管理を推進します。 

 

現状と課題 

・公園などは、市民が集い交流する空間ですが、遊具など公園施設の老朽化が進み、安全性の

確保が求められています。そのため、定期的に点検を行い、老朽化した公園施設の更新や修

繕などに取り組んでいく必要があります。加えて、子育て世代の環境を充実させるため、遊

具などの拡充等について検討していく必要もあります。 

・地元町区やボランティア団体などの協力により、緑の保全や活用などに取り組んでいますが、

主体的に活動するボランティア団体の減少が課題となっていることから、気軽に市民が取り

組みやすい仕組み・機会づくりに取り組んでいく必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

公園などの整備と適正管理 

遊具を含む公園施設について、安全性の確保を徹底

するとともに、必要に応じた設備の充実や更新など

に取り組みます。 

緑豊かな環境づくりの推進 

緑の環境づくりを推進するため、園芸教室・花と緑の

イベント開催などを通じ、市民に花や緑への関心を

高める取組を行っていきます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

公園施設の更新等を行う箇所数

（施設数） 
5 箇所  
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基本目標１ 自然との共生を図り、未来へつなぐまち 

 

 

 

 

 

施  策３ 魅力ある歴史的資源の保存・活用・継承 

施策の方針 

市民一人ひとりが地域の歴史や文化を誇りと愛着を持ち、伝統を守り、活かし、伝えられる

よう、歴史的資源の適切な保存・活用を推進します。 

 

現状と課題 

・本市に数多く存在する貴重な文化財や伝統芸能等の歴史的資源の多くは認知度が高くないた

め、幅広い年齢層向けの周知活動や、観光資源等と連携した訪問促進等により、市内外で認

知拡大していく必要があります。 

・また、伝統芸能においては後継者不足が課題となっており、継承する人材の確保・育成など、

保存・活用のための支援が必要です。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

歴史的資源の保護と積極的な活用 

歴史的資源を保護し、次の世代へ継承するとともに、

市内外への PR や、市民がこれらに触れる機会を提

供するなどその活用を進めます。 

また、民俗芸能の保存・伝承等歴史的資源を保護・活

用する市民や事業者の取組を支援します。 

さらに、指定文化財等だけでなく、未指定の文化財等

を含めた鳥栖地域の歴史的資源を一体的に保存・活

用していく取組を進めます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

展示会・見学会・講座等の件数及

び延べ参加者数 

17 件 

5,268 人 
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基本目標２ 快適な生活を支えるまち 

 

 

 

 

 

施  策１ 都市と自然が調和した計画的な土地利用の推進 

施策の方針 

都市機能と自然環境が調和した持続可能な都市形成を図ります。 

 

現状と課題 

・土地利用の現状や動向を踏まえ、用途地域等の見直しや市街化調整区域の既存集落の維持・

活性化を図る５０戸連たん制度の運用を行っています。今後は、都市のより持続的な発展が

可能となるよう、無秩序な市街地の拡大を抑制しつつ、計画的かつ健全な土地利用を進めて

いく必要があります。 

  

 

  



13 

 

施策の体系 

主な取組 内容 

計画的かつ健全な土地利用の推進 

適正な市街地の規模・用途による土地利用を行うこ

とで、コンパクトで効率的な市街地の形成を図りま

す。 

市街化区域は、都市機能の適正な配置や建築物等の

適切な誘導により、市街地の居住密度の維持・向上、

地域特性に応じた快適な居住環境の形成を図りま

す。 

市街化調整区域は、農地や山林等の自然環境を適切

に保全しつつ、拠点性が高い一定の区域については、

必要に応じて都市的土地利用の転換を図るため、地

区計画制度の運用を検討します。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

市街化区域の人口密度 3,606 人／㎢  

市街化調整区域における地区計画

数 
―  
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基本目標２ 快適な生活を支えるまち 

 

 

 

 

 

施  策２ 魅力ある賑わい拠点の形成 

施策の方針 

鳥栖駅と新鳥栖駅を軸とした賑わいと活力にあふれた拠点形成を推進します。 

 

現状と課題 

・鳥栖駅周辺は、鳥栖スタジアムなどの集客施設が立地するなど中心市街地としての機能を有

している一方で、東西市街地の連続性や駅周辺の利便性向上が課題となっています。 

・九州新幹線西九州ルートは 2022 年に暫定開業を予定しており、九州全域を視野に入れた玄関

口である新鳥栖駅の観光・交流拠点としての価値が更に高まることが予測されることから、

新鳥栖駅の広域的な拠点性を活かす機能誘導が求められます。 

・中心市街地においては、ライフスタイルの変化、郊外大型店の立地等により、空き店舗の増

加などかつての賑わいが失われています。中心市街地を鳥栖市の核にふさわしい人々が集い、

賑わう場所づくりを行うことが課題となっています。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

鳥栖駅・新鳥栖駅を軸とした賑わ

い拠点の形成 

鳥栖駅周辺は、回遊性を高めること等で、賑わいある

拠点の形成を目指します。 

新鳥栖駅周辺は、九州全域を視野に入れた本市の玄

関口であり、多くの人が集まる広域交流拠点として、

観光やビジネス等の広域的な視点から、魅力ある拠

点形成を目指します。 

中心市街地の活性化 
人・モノ・情報が集まる魅力ある賑わい拠点にふさわ

しい中心市街地の活性化に取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

鳥栖駅利用者数 14,264 人/日  

新鳥栖駅利用者数 3,284 人/日  

中心商店街通行量（商店街 15 地点

での平日及び休日の 2 日間） 
19,895 人  
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基本目標２ 快適な生活を支えるまち 

 

 

 

 

 

施  策３ 社会基盤施設の整備と安定的な維持管理 

施策の方針 

市民の快適な生活を支える生活道路や上下水道施設などの社会基盤施設を整備し、安定的に維

持・管理します。 

 

現状と課題 

・地域のニーズ等に応じた生活道路の整備を行っていますが、道路幅員が狭い住宅地が存在し

ており、生活道路の幅員確保を行っていく必要があります。また、近年頻発している自然災

害などの状況に鑑みて、災害時に強い安全な生活道路の確保が求められています。 

・高品質な水道水の安定供給と生活排水の適正処理のため、水道施設や導水管、配水管の更新

や下水道施設の耐震化に取り組んでいますが、今後も施設の経年劣化等による老朽化が進む

ため、計画的で効率的な更新を行っていく必要があります。 

・水道は市民生活に欠かせない重要なライフラインであり、災害時においては、ライフライン

の確保が重要であるため、地震や浸水といった災害に強い水道の確保が求められています。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

生活道路・道路施設の整備 

歩行者・自転車・自動車が安全で安心して通行できる

よう道路環境の整備・改善を図るとともに、老朽化す

る橋梁等の道路施設の効率的・効果的な整備に取り

組みます。 

安定供給と高品質化のための水道

施設の整備 

適正な浄水処理と水質の管理により、高品質な水道

水を安定供給するとともに、老朽化した水道施設の

計画的な更新等により、災害に強い水道施設づくり

に取り組みます。 

適正処理のための下水道施設の整

備 

生活排水の適正処理のため、下水道施設の更新や耐

震化を図るとともに、予防保全的な維持管理に取り

組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

危険度の高い橋梁（跨道橋・跨線

橋・水門橋）の修繕工事数 
6 橋  

水質管理指標の達成率 95.4％  

水道施設（配水管）耐震化率 18％  

下水道施設（処理場）耐震化率 44％  
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基本目標２ 快適な生活を支えるまち 

 

 

 

 

 

施  策４ 快適に通行できる幹線道路の整備 

施策の方針 

交通渋滞が緩和され、車両が快適に通行できる幹線道路の整備を促進します。 

 

現状と課題 

・市内を通る国道３号、３４号、県道等の主要な幹線道路では、慢性的な交通混雑が発生して

おり、通過交通が生活道路に進入するなど市民生活に大きな影響を及ぼしています。 

・幹線道路においては、交通混雑解消のための道路拡幅工事などが着々と進められており、道

路ネットワークの連携強化のため、早期完了が求められています。 

・九州縦貫自動車道においては、味坂スマートＩＣ（仮称）の整備が進められており、スマー

トＩＣと幹線道路を一体的に整備することにより、交通混雑の緩和や沿線の物流の効率化な

どの効果が期待されます。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

機能を重視した道路整備の推進 

市街地内における円滑な交通処理等に向けた道路新

設改良などの効率的で計画的な道路整備を行いま

す。 

国道・県道の整備促進 

国・県と連携し、広域ネットワークを構築しながら、

主要交通結節点へのアクセス改善、交通渋滞の緩和

に取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

都市計画道路の整備率 73.2％  
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基本目標２ 快適な生活を支えるまち 

 

 

 

 

 

施  策５ 分かりやすく、利用しやすい、地域に愛される公共交通の実現 

施策の方針 

市民が分かりやすく、利用しやすい持続可能な公共交通を目指します。 

 

現状と課題 

・路線バスの利用者は広域線、市内線どちらも増加傾向にありますが、乗務員不足に伴う人件

費の増加や車両維持費の高騰など、今後も財政負担の増加が避けられない状況であり、更な

る利用促進を検討していく必要があります。 

・ミニバスの運行により、交通弱者や路線バスのバス停及び鉄道駅から遠い地域の方における

交通手段の確保に繋がっています。市民にもミニバスの運行が定着している一方で、近年は

利用者が減少していることから、今後はさらに多くの方が利用しやすくなるような環境整備

が求められています。 

・市民の公共交通に係る課題やニーズに応えるため、必要に応じて新たな交通手段の調査・検

討を行っていく必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

地域公共交通網の再構築 

市民の移動ニーズを分析・把握した上で、路線バスや

ミニバスのルート見直しなどにより、路線・ダイヤの

最適化を図るとともに、積極的な情報発信により、利

用者拡大に取り組みます。 

交通弱者の移動手段の確保 

だれもが移動に困ることがないよう、利用状況や移

動ニーズを考慮しながら、公共交通網の確保・維持に

努めます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

路線バス市内線及びミニバス利用

者数 
137,054 人/年  
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基本目標３ 安全で安心して暮らせるまち 

 

 

 

 

 

施  策１ 市民の大切な生命と財産の保全 

施策の方針 

市民の生命と財産を守るため、防災・減災対策などあらゆるリスクに対応できる体制づくりを

推進します。 

 

現状と課題 

・平成 28 年の熊本地震や平成 29 年九州北部豪雨、平成 30 年 7 月豪雨及び令和元年 7 月豪雨

など、近隣及び本市において甚大な被害をもたらす災害が多発しています。今後発生が想定

される南海トラフ地震や豪雨災害等の対策として、市民一人ひとりが防災への意識を高め、

地域と行政が一体となって防災力を向上させていくとともに、被災時に迅速で的確な対応が

できる体制づくりに取り組んでいく必要があります。 

・また、本市では大雨による道路の冠水や住宅地等の浸水被害が発生しており、引き続き、佐

賀県が取り組まれている西田川の河川改修事業と連携した雨水整備事業等を推進することで

水災害による被害を最小限に抑えるとともに、適切な維持・保全を続けていく必要がありま

す。 

・火災発生時、消防団による消火活動が迅速に行われるよう、消防水利施設の増設を行ってお

り、今後も消防署や消防団と連携しながら消防体制の強化を図っていく必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

防災・減災対策の推進 

自主防災組織による防災訓練の実施等市民一人ひと

りが防災意識を高めるとともに、避難行動要支援者

への対策を図るなど、関係機関との連携・協力のも

と、地域一体となった防災力の向上に取り組みます。 

災害発生のおそれや災害発生時に、災害情報を迅速

かつ的確に伝達できるよう、多様な情報伝達手段の

充実を図ります。 

継続して雨水整備を進めるとともに、大雨による道

路の冠水や浸水被害等が発生するおそれのある箇所

を中心に、河川や水路の浚渫や改修等に取り組みま

す。 

防火対策の推進 

火災発生時に迅速かつ的確な対応を行えるよう、消

防水利施設の設置等や、消防署・消防団と連携しなが

ら消防体制の強化に取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

防災ラジオ配布数 110 台  

浸水実績箇所における対応箇所数 8 箇所  

消防水利施設（消火栓）の設置数 1,030 箇所  
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基本目標３ 安全で安心して暮らせるまち 

 

 

 

 

 

施  策２ 暮らしの安全と安心の確保 

施策の方針 

市民の暮らしの安全と安心を確保するため、防犯対策、交通安全対策、消費者被害対策を推進

します。 

 

現状と課題 

・全国的に、犯罪の凶悪化や低年齢化が進んでおり、子どもや高齢者といった社会的弱者が巻

き込まれる犯罪が発生しています。本市では、子どもたちが危急の際に駆け込める「子ども

110 番の家」の旗等を、市民の協力のもと設置していますが、近年は減少傾向にあるため、子

どもの安全を確保するための理解を促し協力をあおいでいく必要があります。また、市民一

人ひとりが防犯意識を強く持つとともに、地域が一体となって防犯対策に取り組んでいく必

要があります。 

・本市は、幹線道路を中心に交通量も多く、慢性的な交通混雑や交通事故が発生しています。

また、近年では高齢ドライバーによる事故やあおり運転などの危険行為も全国的な問題とな

っており、より一層の交通安全対策を講じる必要があります。 

・本市では、交通事故の危険性が高い箇所へのガードレールやカーブミラー等の設置を進めて

おり、交通事故を未然に防ぐために、今後も交通安全施設を充実させる必要があります。 

・全国的に、高齢化の進行や成人年齢の引き下げに伴う消費者トラブル、単身世帯の増加等に

伴い、消費者トラブルに巻き込まれやすく、また、誰にも相談できず 1 人で抱え込んでしま

うことによる消費者トラブルの深刻化が懸念されています。本市においても、高齢者の相談

が増加傾向にあり、あわせて相談の多様化、複雑化により相談対応が長時間化・長期化して

います。多様化・複雑化する消費生活相談に対応できるよう、誰もが利用しやすい相談体制

の充実と、市民一人ひとりが消費生活に関する知識を深め消費者トラブルを未然に防ぐため

の消費者教育・啓発に取り組む必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

防犯対策の推進 

日常生活の中でできる防犯対策等について、ホーム

ページや広報紙を通じた情報発信を充実させ、市民

一人ひとりの防犯意欲の向上に取り組みます。 

まちづくり推進協議会や警察等の関係機関と連携し

ながら、地域の自主的な防犯活動の充実を図ります。 

LED 防犯灯や防犯カメラの設置など、犯罪の抑止や

安心できる生活環境の整備に取り組みます。 

交通安全対策の推進 

幼児・児童や高齢者、外国人住民を対象とした交通安

全教室の開催や啓発活動を行い、市民一人ひとりの

交通安全意識の向上に取り組みます。また、運転者と

歩行者が安全に安心して通行できるよう、地域のニ

ーズや緊急性、効果等を踏まえながら、交通安全施設

の整備を行います。さらに、関係機関と連携しながら

交通事故の危険性が高い箇所の対策に取り組みま

す。 

消費者被害対策の推進 

高齢者や学校等への消費者教育・啓発の充実ととも

に、地域や消費生活メイトとの連携による見守りネ

ットワークの構築等により、消費者トラブルの未然

防止に取り組みます。また、県消費生活センターや関

係機関等と連携し、多様化する相談内容に対応でき

るよう相談窓口の充実を図るとともに、相談窓口の

周知に取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

防犯灯設置数 3,859 基  

交通事故発生件数 447 件  

ニセ電話詐欺発生件数 6 件  
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基本目標３ 安全で安心して暮らせるまち 

 

 

 

 

 

施  策３ 快適な住環境の提供 

施策の方針 

市民が安全で安心して快適に暮らせる住環境を確保・提供します。 

 

現状と課題 

・住宅セーフティネットの中核として重要な役割を担う市営住宅においては、計画的な改修に

よる長寿命化や居住性の向上に努めています。一方で、既に耐用年数を超過している市営住

宅においては、改築・廃止等も含め、管理方針を検討する必要があります。 

・高齢者や障害がある人など、住宅確保要配慮者に対して市営住宅への入居支援を行っていま

す。しかし、将来的には高齢化の進行等により、配慮が必要な方の増加が見込まれるため、

既存の公営住宅のみでは対応できない恐れがあります。そのため「新たな住宅セーフティネ

ット制度」に基づき、多様な居住ニーズに対応できる住宅を確保していくことが求められま

す。 

・「鳥栖市空家等対策計画」に基づき、空き家等の適正な管理や活用、流通を促進しています。

全国的には、空き家を活用して新たな価値を生み出すリノベーションが注目を集めており、

本市においても空き家の利活用や流通などをより促進させる取り組みを進めていくことが求

められます。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

良質な住宅の供給と多様な居住ニ

ーズへの対応 

市営住宅の計画的な改修とともに、必要に応じて改

築・廃止を含め、管理方針を検討します。 

住宅確保要配慮者向けに、特定目的住宅や民間賃貸

住宅の活用を図ることなどによる居住支援を推進し

ます。 

空き家等対策の推進 

適正に管理されない空き家等の発生を未然に防ぐた

めに情報発信を推進します。また、空き家等の所有者

等へ適正な管理の助言・指導を行うとともに、空き家

の利活用・流通、危険な空き家等の除却を促進しま

す。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

市営住宅特定目的住宅戸数 60 戸  

空き家バンクへの空き家の登録累

計数 
3 件  

指導等により除却に至った空き家

累計数 
48 戸  
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

 

 

 

 

施  策１ 心身ともに健やかであるための健康づくり 

施策の方針 

市民が健康への意識を高め、心身ともに健やかで心豊かに生活できるよう、健康づくりを推進

します。 

 

現状と課題 

・本市では乳幼児から高齢者までのライフステージに沿った健康増進プラン「うららトス 21 プ

ラン」を策定し、市民の健康増進に取り組む一方で、健康づくりに関する情報が多岐にわた

り、正しい知識の普及が課題となっております。市民一人ひとりが自分の健康状態に応じた

主体的な健康づくりの取組を選択できるよう情報提供をしていく必要があります。 

・高齢化の進行に伴い、生活習慣病の重症化による要介護状態を予防するために、健診・医療・

介護データを一体的に分析し、対象者を把握し、保健事業、介護予防事業を実施していく必

要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

健康づくりの推進・啓発 

自主的な健康づくりに取り組めるような環境整備に

取り組み、うららトス２１プランに基づき、ライフス

テージにあわせた健康づくりの推進・啓発に取り組

みます。 

生活習慣病の発症や重症化予防対

策の推進 

生活習慣病の発症と重症化を予防するためにも、健

診の受診率の向上や健康的な生活習慣に向けた保健

指導、介護予防に取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

健康寿命（平均自立期間） 男性 80.5 歳 

女性 84.5 歳 
 

介護保険 2 号被保険者認定率※ 0.3％  
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

 

 

 

 

施  策２ 安心して医療が受けられる体制づくり 

施策の方針 

いつでも良質で適切な医療サービスが受けられる体制づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・高齢化や核家族化、疾病構造の変化に伴う患者のニーズは多様化しており、必要な時に安心

して医療を受けることができる救急医療体制の充実が必要となっています。また、病気や健

康の不安について気軽に相談できるよう、かかりつけ医やかかりつけ薬局の推進を図ってい

く必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

救急医療体制の確保と地域医療体

制の構築 

休日医療や夜間の小児救急医療の確保に取り組みま

すます。 

また、「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局」の定着

に取り組んでいきます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

休日救急医療センターにおける小

児科医の診療率 
85.3％  
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

 

 

 

 

施  策３ 認め合い、支え合う高齢者・障害者福祉の推進 

施策の方針 

高齢者や障害者が、自分らしく健康で社会参加ができ、生きがいをもって暮らせる環境づくり

を推進します。 

 

現状と課題 

・高齢者が住み慣れた地域で健康で生きがいを持って安心して暮らし続けるために、社会参加

の促進、介護予防と担い手育成の推進を図っていく必要があります。 

・生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ、周囲や地域の理解と協力の下、本人

が希望を持って前を向き、力を活かしていくことで極力それを減らし、住み慣れた地域の中

で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができる社会を目指す必要があります。 

・在宅での「居宅介護」や施設での「短期入所」などの福祉サービスの充実に取り組んでおり、

障害のある人に対して、地域での主体的な生活や社会参加を促しています。また、障害のあ

る人を支える家族に対しての支援も行っており、これらは障害のある人が主体的な社会生活

を送るうえで必要不可欠な支援となっています。 

・また、近年、障害のある人に関する相談件数は増加の一途をたどり、相談内容も複雑化し、

ニーズも多様化している傾向にあるため、ニーズに対応できるような人材の育成や体制の強

化が求められています。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

高齢者の地域参加と健康づくりの

推進 

住み慣れた地域で、できるかぎり主体的な日常生活

を営むことができるよう、高齢者の社会参加・生きが

いづくりに取り組みます。 

また、介護予防活動への参加促進や担い手の育成な

ど、高齢者の健康づくりを推進します。 

高齢者の住み慣れた地域での生活

継続と自立支援の推進 

地域包括支援センターと協働し、高齢者の見守りや

支えあいの体制の充実に取り組みます。 

また、高齢者やその家族の支援などを推進し、安心し

て暮らせる地域づくりを目指します。 

障害者の自立支援の推進 

障害福祉サービスの提供体制の整備に努めるととも

に、当事者や家族への支援を行い、障害者の主体的な

生活の支援に取り組みます。 

障害者の生活支援の推進と社会参

加の促進 

多様化・複雑化する相談の受け入れ体制を強化する

とともに、障害に対する理解促進に取り組みます。 

また、移動やコミュニケーションの障壁を解消でき

るよう支援することで、障害者の社会参加の促進に

取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

要支援・要介護認定者の割合 17.02％  

高齢者福祉乗車券利用者数 574 人  

障害者自立支援給付事業利用者延

人数 
13,223 人  

相談支援事業年間利用延件数 9,865 件  
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

 

 

 

 

施  策４ つながり、支え合う地域福祉の推進 

取組の方針 

住み慣れた地域で、市民や支援を行う関係機関などが連携し、必要な支援が包括的に提供され

る体制づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・対象者別・機能別に整備された公的支援について、様々な分野の課題が絡み合って複雑化し

たり、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え、複合的な支援を必要とするといった状況が

みられ、対応が困難なケースが浮き彫りとなっています。 

・社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」

「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源

が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに

創っていく社会を目指す「地域共生社会」の考え方に注目が集まっています。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

地域共生と地域福祉活動の推進 

多様な主体と連携し、一人ひとりに寄り添った相談

支援や社会参加・地域づくりに向けて、地域資源を活

用し、地域や各種団体などと連携を図り、多様な福祉

ニーズに対応したサービスの提供に取り組みます。

また、福祉ボランティアの人材育成と活動の推進に

取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

福祉ボランティア登録者数 2,196 人  

ふれあい・いきいきサロン開催回

数 
471 回  

 

 

  



36 

 

基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

 

 

 

 

施  策５ 安心と自立を支える社会保障の推進 

施策の方針 

みんなで支え合う相互扶助の考え方を基本に、市民一人ひとりが健康で安心して主体的な生活

が送ることができるよう、適正な社会保障制度を推進します。 

 

現状と課題 

・国民健康保険や介護保険などの社会保障制度は、相互扶助の考えのもと、安心して主体的な

生活を支えるものであり、その理解促進と意識啓発の重要性が再認識されているところです。

また、制度の安定的な運営のため、病気等の予防が重要であり、医療費の適正化を図ってい

く必要があります。生活保護については、保護の適正な実施とともに就労支援などの自立に

向けた支援の充実を図っていく必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

国民健康保険、後期高齢者医療保

険、介護保険の適正実施 

医療保険制度や介護保険制度の安定的な運営に努

め、各種保険制度の理解促進や意識啓発に取り組む

ことで、みんなで支え合う相互扶助の考えの浸透を

図ります。 

医療費の適正化の推進 

病気の早期発見や早期治療につながるよう特定健康

診査や特定保健指導等を実施し、被保険者の健康増

進や疾病予防の意識啓発に取り組むことで医療費の

適正化を図ります。 

生活保護の適正実施と自立支援の

推進 

実態調査等の保護要因の的確な把握等により、適正

な保護を実施するとともに、被保護者や生活困窮者

に対する就労支援などの自立に向けた支援に取り組

みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

特定健康診査受診率 44.3％  

就労可能被保護者のうち就労した

（就労中含む）被保護者の割合 
88％  
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基本目標４ 誰もが生き生きと暮らせるまち 

 

 

 

 

 

施  策６ 自己実現の喜びにつながる生涯学習の推進 

施策の方針 

生涯にわたって主体的に学習することで、自己実現の喜びにつなげ、生き生きと心豊かに暮ら

せる環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・本市では、まちづくり推進センターや図書館などにおいて、様々な主催講座や教室の開催な

ど生涯学習機会の提供に取り組んでいます。今後はさらなる市民の学習ニーズの多様化が予

想されるため、各種団体等との連携を深めながら、魅力ある生涯学習機会の提供に取り組ん

でいく必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

学習機会創出の推進 

多様化する市民の学習ニーズに対して、必要な情報

を収集・発信するとともに、まちづくり推進センター

や図書館等の施設を活用して市民の学習活動の支援

に取り組みます。 

社会教育活動の支援 

市民の社会教育に関する事業を行う団体に対し、活

動の場を提供するとともに活動の支援に取り組みま

す。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

生涯学習講座参加者数 12,036 人  

図書館資料貸出利用者数 100,443 人  
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

 

 

 

 

施  策７ 人権が尊重される社会の実現 

取組の方針 

一人ひとりが互いの人権を認め合い、尊重し合える環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・本市では、これまで同和問題をはじめとして、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人などに

関する様々な人権問題の解決を行政施策の重要な課題として取り組んできました。 

・本市における人権に関する啓発・教育は、県や学校、地域社会、職場など多くの関係機関・団

体等との連携の下で進められていますが、いまだ多くの課題が残されています。また、増加

する外国人住民への対応やこれまであまり認識されてこなかった性的指向や性自認等への配

慮なども新たに求められるようになってきました。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

人権に関する啓発・教育の推進 

市民一人ひとりが人権に対する考えを正しく理解・

認識し、意識の向上を図るため、講演会や研修会、学

校での人権教育など、幅広い層に向けた啓発・教育に

取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

人権問題に関する学習会や研修会

の参加者数 
3,060 人  
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

 

 

 

 

施  策８ 男女共同参画社会の実現 

施策の方針 

性別にかかわりなく、お互いが個性や考え方を理解し、認め合い、自分らしく生きることので

きる環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・社会情勢やニーズに合わせた多様なセミナーを開催し、男女共同参画の意識醸成を図ってい

ます。一方で、年齢が高くなるほど固定的な役割分担意識は依然として根強く残っているた

め、今後も継続した意識啓発・理解促進の取組を行っていく必要があります。 

・配偶者やパートナーからの暴力は、犯罪であり、重大な人権侵害です。また、このことから、

個人の尊厳をなくし、男女平等を実現する大きな妨げになっています。DV やハラスメント

等の暴力の防止に向けた意識啓発・理解促進に努めるとともに、被害者に対する相談体制と

支援の充実に取り組んでいく必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

男女共同参画の推進 

性別にかかわらず、あらゆる場面で個人が平等な立

場で参画し、一人ひとりが選択した生き方を尊重し

合う環境づくりに取り組みます。 

女性活躍の推進 

男女が対等な立場で仕事と家庭を両立させ、女性が

職業生活において、十分に能力を発揮し、活躍できる

ような環境づくりに取り組みます。 

ＤＶ等暴力根絶の推進 

DV やハラスメント等の暴力の防止に向けた意識啓

発・理解促進に努めるとともに、被害者に対する相談

体制と支援の充実に取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

男女共同参画に関する講座等の参

加者数 
2,747 人  

審議会・委員会等の女性委員の割

合 
40.0%  

ＤＶ等防止に関する広報啓発の実

施回数 
6 回/年  
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

 

 

 

 

施  策９ 多文化共生社会の実現 

施策の方針 

日本人や外国人の区別なく、お互いの文化的な背景や習慣の違いを理解しながら、尊重し合い、

暮らしやすい環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・本市では、留学生や技能実習生などの外国人住民が増加しているため、日本での生活に慣れ

ていない外国人住民に対して、医療情報や行政サービス、災害対策などの生活情報について

「やさしい日本語」や多言語での情報提供を行っています。今後も、外国人住民にとって分

かりやすい情報を提供していく必要があります。 

・また、本市に住む日本人と外国人が交流する場や、外国人住民が日本語や日本で生活するう

えでの必要なルール、文化、風習などを学ぶ機会を提供しています。今後も引き続き、本市

に住む日本人と外国人が共に支えあって暮らすことのできる地域社会の実現のため、外国人

住民の地域活動への参加と住民相互の交流促進に取り組んでいく必要があります。 

・また、児童生徒の異文化に対する理解を深め、外国人とのコミュニケーションを養うため、

小中学校での国際理解教育や外国語教育を推進しており、今後も、幅広い市民が外国人と身

近に触れ合える機会を提供する必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

多文化共生のまちづくりの推進 

異なる文化や価値観を理解し合うための仕組みや機

会づくりにより、外国人住民と市民がお互いに暮ら

しやすい環境づくりに取り組んでいきます 

国際性を育む地域づくりの推進 

学校教育や生涯学習、地域において、豊かな国際感覚

を育むための取組を実施するとともに、友好交流都

市との交流事業を通して国際性豊かな人材育成に努

め、様々な国際協力活動を支援します。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

多文化共生に関する催しの参加者

数 
1,177 人  

語学ボランティア登録者数 32 人  
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基本目標５ 子どもが心豊かに育つまち 

 

 

 

 

 

施  策１ 子どもを安心して産み、育てられる環境づくり 

施策の方針 

子どもや子育てを地域全体で支え合い、安心して産み育てられる環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・家族形態の多様化や地域のつながりの希薄化などにより、家庭や地域における子育て機能の

低下が懸念されています。こうした背景の下、「母子健康包括支援センター」を中心に相談・

調整を実施し、安心して子どもを妊娠、出産し、健やかに育てるための切れ目のない相談体

制づくりと多様化する幼児教育・保育ニーズへの対応、保護者の仕事と子育ての両立支援と

児童の健全育成対策の両面を支援する留守家庭児童の居場所づくりに取り組んでいく必要が

あります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

子育て家庭の多様なニーズに応え

る環境づくりの推進 

将来の保育ニーズに対応できる保育供給量の確保と

多様な保育サービスの提供に取り組みます。また、引

き続き地域における子育て支援拠点の充実に取り組

みます。 

子どもと親の心身の健康の確保 

安心・安全な妊娠と出産を支援し、産後は、親が子育

てに関する不安や悩みなく育児ができる各種教室や

相談、健診を実施することで、切れ目のない相談体制

づくりに取り組みます。 

留守家庭児童の居場所づくりの推

進 

待機児童解消に向けて、放課後児童クラブの整備等

留守家庭児童を保育・育成する場の充実に取り組み

ます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

人口千人当たりの出生率 9.6％  

0～2 歳児保育供給量 957 人  

３歳児健診受診率 98.4％  

放課後児童クラブ待機児童数 44 人  
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基本目標５ 子どもが心豊かに育つまち 

 

 

 

 

 

施  策２ 未来を創る子どもを育む教育の推進 

施策の方針 

未来を創る子どもたちが、ふるさとへの愛着と誇りを育み、社会の形成者として成長できるよ

うな教育を推進します。 

 

現状と課題 

・小中学校では、教科「日本語」を核とした小中一貫教育など特色ある学校づくりを進めてい

ます。 

・子どもたちが社会の一員となることを自覚し、健やかに成長するためには、地域とともに子

どもたちを育て、見守る教育環境を引き続き整えていく必要があります。 

・全国的に ICT を活用した教育が注目を集めており、本市においても電子黒板の活用や GIGA

スクール環境整備などを進めています。今後も社会動向を注視しながら、時代に合わせた効

果的な教育に取り組んでいく必要があります。 

・インクルーシブ教育の考えのもと、児童・生徒一人ひとりの多様性を尊重し、障害のあるな

しにかかわらず、全ての子どもが安心して共に学び、共に成長することができる教育環境づ

くりを進めていく必要があります。 

 

  



49 

 

施策の体系 

主な取組 内容 

特色ある学校づくりの推進 

教科「日本語」の充実やＩＣＴを活用した効果的な授

業、学校と家庭、地域が協働して取り組むコミュニテ

ィ・スクールの推進など各学校の創意工夫を活かし

た学校づくりに取り組みます。 

豊かな心・健全な体を育む教育の

推進 

「いのち」を尊重し、思いやりある豊かな心、健全な

体を育む「心の教育」に取り組みます。また、いじめ

や不登校の対応、配慮が必要な子どもたちへの支援

など、すべての子どもたちが安心して学び、成長でき

る体制づくりに取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

タブレット端末を使用した授業の

割合 
―  

コミュニティ・スクールの取組校

区数（中学校区） 
1 校区  

適応指導教室「みらい」利用者の

学校復帰率 
80％  

別室登校利用者の学級復帰率 57％  
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基本目標５ 子どもが心豊かに育つまち 

 

 

 

 

 

施  策３ 安全で安心して学べる教育環境づくり 

施策の方針 

子どもたちが、明るく豊かな心で、楽しく学校に通えるよう、安全で安心して学べる教育環境

づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・子どもたちが安全で安心して学ぶことができる環境を整えるため、老朽化が進む学校施設の

改修等を行っていますが、今後も引き続き学校施設等の計画的な改修等に取り組んでいく必

要があります。 

・インクルーシブ教育の考えのもと、児童・生徒一人ひとりの多様性を尊重し、障害のあるな

しにかかわらず、全ての子どもが安心して共に学び、共に成長することができる教育環境づ

くりを進めていく必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

安全・安心な教育環境づくりの推

進 

老朽化への対応と児童・生徒数に応じた快適な学校

施設の計画的な改修・整備に取り組みます。また、す

べての子どもたちが安心して学び、成長できる環境

整備と ICT 等の活用に向けた教育環境の整備に取り

組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

建築後又は大規模改造事業実施後

20 年以上経過した学校数 
8 校  

エレベータ設置小中学校数 2 校  
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基本目標５ 子どもが心豊かに育つまち 

 

 

 

 

 

施  策４ 青少年の心豊かな育みの推進 

施策の方針 

地域とともに、様々な体験を通じて青少年の健全育成を推進します。 

 

現状と課題 

・地域における青少年育成活動への支援と地域や学校と連携した様々な体験活動や交流を引き

続き取り組んでいくとともに、子どもたちが社会の一員となることを自覚し、他人を思いや

る心を身に付けながら、健やかに成長するためには、地域とともに子どもたちを育て、見守

る環境を整えていく必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

青少年の健全育成の推進 

地域とともに子どもたちを育み、見守りながら、子ど

もたちの居場所と多様な体験機会を提供すること

で、子どもたちの健全な育成に取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

放課後子ども教室の参加子ども数 7,372 人  
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基本目標６ 活力と賑わいにあふれるまち 

 

 

 

 

 

施  策１ 農林業の振興 

施策の方針 

担い手育成や生産環境の保全、収益力の向上により、持続可能な農林業の振興を推進します。 

 

現状と課題 

・本市では農林業従事者の高齢化や後継者不足が進んでおり、担い手の確保とその支援に取り

組んでいく必要があります。また、安定的な経営環境の確立に向けて、法人化や経営の多角

化などによる経営力の強化、高収益作物の作付面積拡大に取り組むことで収益力の向上につ

なげていく必要があります。 

・森林の整備は、災害防止や自然環境の保全において重要な役割を果たすため、大切な資源を

次世代に引き継いでいくために、市有林の環境維持及び森林環境譲与税を活用した森林経営

管理制度を推進し、民有林の適切な環境維持に取り組んでいく必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

農地の流動化と担い手育成支援の

推進 

認定農業者等への農地の集積と集落営農組織の法人

化に取り組むことで、安定的な経営環境の確立を図

ります。また、次世代の担い手となる新規就農者や後

継者の確保と育成支援に取り組みます。 

高収益作物の作付面積の拡大 

生産者の所得向上や地域農業の活性化を図るため、

農業生産施設等の整備を支援し、高収益作物の作付

面積拡大に取り組みます。 

森林活用の推進 

関係機関と連携しながら、山林が持つ多様な公益的

機能を維持・向上させるため、森林保全に取り組みま

す。また、森林環境譲与税を活用した森林経営管理事

業を推進します。 

都市と農村との交流の推進 
自然豊かな地域資源を活用して都市と農村との交流

を推進します。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

認定農業者数 65 経営体  

農地集積率 65％  

高収益作物作付面積 82ha  

森林整備面積（除間伐等） ―  

滞在型農園施設等利用者数 49,879 人  

 

 

  



56 

 

基本目標６ 活力と賑わいにあふれるまち 

 

 

 

 

 

施  策２ 商工業の振興 

施策の方針 

市内で活動する商工業者が、健全かつ活発に企業活動を行えるよう、地域産業の活性化を推進

します。 

 

現状と課題 

・本市は、九州の交通の要衝である特性を活かし、市制施行以来、積極的に企業誘致に取り組

んでいます。しかし、企業立地が堅調に推移してきた一方で、その受け皿となる産業用地が

不足しており、また、既に市内に立地する企業の建替や再投資に伴う市外への流出防止も重

要な課題となっています。企業の進出や再投資の時期を逃さないよう、産業団地の整備及び

検討に加え、市内企業の再投資における支援の拡充や増設の促進など、現状に合った支援策

を講じていく必要があります。 

・働き方改革の推進や新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、多くの企業でテレ

ワークや時差通勤が導入されるなど、労働者をとりまく環境は変化してきています。また、

労働力不足も顕在化してきており、社会構造が変化する中で、多様な人材が活躍できる就業

機会を確保していく必要があります。 

・本市では創業しやすい環境をつくるため、産業支援相談室を開設しており、今後も引き続き

創業支援に取り組んでいくとともに、安定して事業を継続していくためのアフターフォロー

も充実させていく必要があります。 

・また、地場企業が健全に経営できるよう、小口融資や経営指導などの支援を行っていますが、

社会情勢の影響を大きく受けやすいため、景況に応じた適切な措置を講じていく必要があり

ます。 

・市民の買い物などに係るニーズは変化しており、魅力ある商店街となるよう、開催されるイ

ベントが「一過性の集客」から「各店舗を知ってもらう機会づくり」に繋がっていくように

関係機関と連携していく必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

企業誘致の推進 

雇用の受け皿となる産業団地の整備及び検討や企業

ニーズを踏まえた再投資・増設に対する支援など、

企業誘致の推進に取り組みます。 

多様な就業機会の確保 

働き方改革の推進や労働力不足の顕在化に対応する

ため、関係機関等と連携しながら多様な就業機会の

確保に取り組みます。 

創業と経営基盤強化への支援の充

実 

市内で創業しやすい環境をつくるとともに、創業者

へのアフターフォローの充実に取り組みます。また、

金融機関等との連携による融資制度の充実、経営革

新や人材の育成に対する必要な支援を行います。 

中心商店街の活性化 

多様化する消費形態やニーズに対応するため、商店

街、商工団体、行政等で連携しながらその方向性を検

討します。また、各種イベントへの支援や商店街にお

ける情報発信等の支援に引き続き取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

立地企業の新規雇用者数 874 人増  

進出協定件数 203 社  

鳥栖ビズ相談件数 405 件  

中小企業者への小口融資件数 64 件  

中心商店街の空き店舗比率 13.8％  
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基本目標６ 活力と賑わいにあふれるまち 

 

 

 

 

 

施  策３ 観光の振興 

施策の方針 

地域資源を生かした観光スタイルの確立と効果的な情報発信を推進することで、交流人口の拡

大につなげます。 

 

現状と課題 

・本市には、文化財や各種イベントなどの観光資源が豊富に存在しています。また、鳥栖プレ

ミアム・アウトレットやサガン鳥栖のホームゲームなどには国内外から多くの人が訪れてい

ます。そのため、目的地のみの来訪にとどまらず、他の観光資源への回遊につなげるような

工夫が必要です。 

 

 

  



59 

 

施策の体系 

主な取組 内容 

観光スタイルの確立と観光基盤の

整備 

市内に点在する観光資源を巡る仕掛けづくりと、滞

在を楽しめるプログラムの充実に取り組みます。ま

た、観光の集客力を向上させるためにも、必要な観光

資源の基盤整備と運営管理に取り組みます。 

観光情報発信の推進 

多様化する観光ニーズに対応するべく、ターゲット

別に様々な媒体を使い、効果的で訴求力のある情報

発信に取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

観光施設・イベント等の集客数 6,779,037 人  
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基本目標６ 活力と賑わいにあふれるまち 

 

 

 

 

 

施  策 4 スポーツの振興 

施策の方針 

市民一人ひとりが身近なところでスポーツに親しめる環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・スポーツには、「する」スポーツ、「見る」スポーツ、「支える」スポーツと、多様な関わり方

があり、日々の生活に活力と潤いを与えてくれるスポーツの持つ力は、まちづくりにおいて

もその重要性が増しているところです。各々の関心、適性、ライフステージ等に応じて、ス

ポーツ活動に取り組んだり、本市をホームタウンとするサガン鳥栖や久光スプリングスのプ

ロスポーツをはじめとして、日常的にスポーツを観戦したり、支援したりする機会の充実に

取り組んでいく必要があります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

スポーツの振興「する」、「見る」、

「支える」の充実 

生涯スポーツの普及や健康・体力づくり、各種スポー

ツイベントの開催や市のシンボルとなるプロスポー

ツチームの支援など、いつでもスポーツに親しめる

機会の充実に取り組みます。 

また、体育施設の安全性、利便性、機能性の向上と関

係機関と連携した各種スポーツ団体の担い手育成・

確保に取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

市有体育施設利用者数 694,267 人  
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基本目標６ 活力と賑わいにあふれるまち 

 

 

 

 

 

施  策 5 文化芸術の振興 

施策の方針 

市民一人ひとりが身近なところで優れた文化芸術活動に親しめる環境づくりと文化芸術活動の

支援を推進します。 

 

現状と課題 

・優れた文化芸術に触れることは、豊かな感性と新たな創造性を育むことにつながるとともに、

心豊かで健やかな生活の礎にもなります。あらためて、文化芸術の重要性が再認識される中、

市民が身近なところで文化芸術に親しめる機会の創出に取り組んでいく必要があります。 

・市内の文化活動団体においては担い手の高齢化が進んでおり、文化芸術の継承のためにも、

若い世代の育成に取り組んでいく必要があり、また、新たな活動の場を提供していく必要が

あります。 
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施策の体系 

主な取組 内容 

文化芸術活動の振興と担い手育成 

魅力ある演劇や音楽等の招致、アウトリーチ（訪問演

奏等）などにより優れた文化芸術に触れる機会の創

出と文化施設の安全性、利便性、機能性の向上に取り

組みます。 

また、文化会館等を拠点とする市内の文化芸術活動

の積極的な発信、その継承と担い手育成支援及び新

たな活動の場の提供に取り組みます。 

 

施策の指標 

項目 現状（R1） 目標（R7） 

アウトリーチ実施回数 39 回  

文化事業入場・参加者数 37,636 人  

市民文化祭出演団体数 38 団体  
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６．基本目標を推進するにあたっての考え方 

①協働のまちづくり 

 

 

 

 

方向性 

 まちにかかわる市民がそれぞれ考え、実践し、知恵を出し合い、共に汗をかき、それぞれの役

割を果たしながらまちづくりを進めるために、幅広い市民ニーズを的確に把握するとともに、

多様な主体が互いに協力しながらまちづくりに関わることができる環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

 ・まちづくり推進協議会が設立されたことにより、各地区のまちづくり推進センターを拠点と

して、地域の一体感や住民同士の連携が深まってきたことで、地域住民が自主的に地域での

様々な活動を進めていく環境が整いつつあります。一方で、多種多様化する幅広い住民ニー

ズを把握し、対応していくためには、市民や地域との連携が重要であり、市民の方々が行政

の取り組みをはじめとした各種情報を共有できる環境づくりに取り組むとともに、行政サー

ビスや行政施策に対する意見や提案を行う機会を一層充実させることも必要となっています。 

 ・また、市民活動団体数の増加や市民協働・活動に対する市民意識の高まりは見られるものの、

まちづくり推進協議会をはじめ地域を支える団体や組織では、担い手の固定化や高齢化が進

んでおり、今後は担い手、人材不足が懸念されます。さらに、市民活動団体や関係団体間の

ネットワークも十分とは言えず、相互に連携を図り継続して活動することができる環境を整

えていく必要があります。 

 

具体的な考え方 内容 

行政情報の共有化と市民の声を聴

く機会の充実 

行政情報を分かりやすく、的確に発信するために、市

報や HP、SNS などの様々な媒体を活用して広報活

動に取り組みます。また、市民のニーズ等を幅広く把

握し、その市政反映に努めるため、意見・提案を寄せ

ることのできる機会の充実に取り組みます。 

市民協働のまちづくりの推進 

地域課題の解決とより主体的なまちづくり活動の推

進に向けて、まちづくり推進協議会と更なる連携を

図っていきます。また、市民相互・市民と行政との協

働によるまちづくりの推進のため、市民活動団体等

の育成・支援の拠点となるとす市民活動センターと

連携し、市民活動の活性化に取り組みます。 
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②効果的・効率的な行政運営の推進 

 

 

 

 

方向性 

社会環境の変化に柔軟に対応し、効果的・効率的な行政運営を推進します。 

 

現状と課題 

・新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症等による社会環境の変化や多様化する市民ニ

ーズなどは、分野横断的な課題となることが多く、それらに対し、柔軟に対応できる行政運

営の確立が求められています。 

・また、デジタル化への飛躍的な発展は、企業活動のみならず、行政や教育、市民生活にまで

影響を与えており、本市においてもデジタル技術を活用することで、行政サービスの向上や

教育環境の充実、行政運営の効率化などに取り組んでいく必要があります。 

・市民の生活圏や経済圏は市町村の行政区域を越えており、様々な分野において、効率的な行

政運営の面からも広域的な行政間での連携が重要になっています。 

 

具体的な考え方 内容 

行政改革の推進 

民間活力等を活用するとともに、組織・人材育成の

活性化、各施策の分析と検証を行うことで、より効

率的・効果的な行政運営を推進し、社会環境の変化

に対し柔軟に対応できる行政運営を構築します。 

デジタル技術を活用した行政サー

ビス等の向上 

デジタル技術を活用することで行政サービスの向上

と行政運営の効率化に取り組みます。 

広域連携の推進 

行政境を越えた住民同士が様々な分野で交流を図る

とともに、広域的な連携を進めることで、相互にとっ

て効果的・効率的な行政運営に取り組みます 

 

  



66 

 

③持続可能な財政運営の推進 

 

 

 

 

方向性 

将来にわたって持続可能な財政運営を推進します。 

 

現状と課題 

・少子高齢化等の進展による社会保障関係経費の増大、近年頻発する豪雨等による自然災害に

加え、公共施設等の社会基盤施設の老朽化などに対応するためには、将来を見据え、安定し

た財政基盤を確立し、財政の健全性を維持していく必要があります。 

 

具体的な考え方 内容 

適正な財政運営の推進 

多様化する行政需要と社会環境の変化等に対応しつ

つ、次代に過度の負担を強いることがないよう、財政

負担の平準化や地方債の適正管理に取り組みます。 

安定した財源の確保と財産の適正

管理 

目的や使途の周知・理解を踏まえて市税の収納率向

上に取り組みます。また、自主財源の確保の検討、公

有財産の適正管理と効率的な活用を図ります。 

公共施設等総合管理計画の推進 

公共施設等総合管理計画に基づき、長期的な視点に

立って、公共施設等の更新・長寿命化などを計画的に

行うことで、財政負担を平準化・軽減するとともに、

公共施設等の最適な配置に取り組みます。 

 


